
令和元年 №3 

○東京学芸大学教員選考規程等の一部を改正する規程 

 

改正理由 

  大学院教育学研究科の組織再編，センターの再編，委員会等の再編及び選考方法

の見直しに伴い，所要の改正を行うものである。 

 

承認経過 

 令和元年５月29日 教育研究評議会 審議・承認 

 



 東京学芸大学教員選考規程等の一部を改正する規程を次のように制定する。 

 

  令和元年５月30日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          出 口 利 定 

 

令和元年規程第２号 

東京学芸大学教員選考規程等の一部を改正する規程 

 

次に掲げる規程の一部について,別紙新旧対象表の右欄を,左欄のように改正する。 

 

(1) 東京学芸大学教員選考規程（平成16年規程第15号） 

(2) 東京学芸大学客員教授等選考規程（平成９年規程第５号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

東京学芸大学教員選考規程の一部改正について 

 

   改正理由：大学院教育学研究科の組織再編，センターの再編及び委員会等の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

  〔省略〕 

 

（教員人事会議） 

第４条 教員の人事に関し，学長を補佐し，学長のリーダーシップの発揮を推進する

ため，役員会の下に教員人事会議を置く。 

２ 学長は，教員人事会議に，前条に定める教員人事の方針等の案を策定させる。 

３ 教員人事会議は，前項の教員人事の方針等案の策定に当たり，教授会に意見を聴

くものとする。 

４ 教員人事の方針等は，教育研究評議会の審議を経て，学長が決定する。 

５ 学長は，教育研究評議会において案の見直しを要する重大な意見があった場合，

教員人事会議に再検討を命ずることができる。 

６ 教員人事会議に関し必要な事項は，別に定める。 

（教員採用計画） 

第５条 〔省略〕 

２ 学系長は，前項の教員採用計画を様式第１により教員人事会議に提出し，審査を

受けなければならない。 

 

  〔省略〕 

 

 （用語の定義） 

第１１条 〔省略〕 

２・３ 〔省略〕 

４ この規程において「復帰」とは，本学の教授が理事に就任し，任期満了等により

教授に復帰すること，本学の教授が本学の大学院連合学校教育学研究科の専任教員

に異動した後，教授に復帰すること及び本学の教授，准教授又は講師が教育学研究

科教育実践創成講座の専任教員に異動した後，教授，准教授又は講師に復帰するこ

とをいう。 

５ 〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

（教員人事委員会） 

第４条 教員の人事に関し，学長を補佐し，学長のリーダーシップの発揮を推進する

ため，役員会の下に教員人事委員会を置く。 

２ 学長は，教員人事委員会に，前条に定める教員人事の方針等の案を策定させる。 

３ 教員人事委員会は，前項の教員人事の方針等案の策定に当たり，教授会に意見を

聴くものとする。 

４ 教員人事の方針等は，教育研究評議会の審議を経て，学長が決定する。 

５ 学長は，教育研究評議会において案の見直しを要する重大な意見があった場合，

教員人事委員会に再検討を命ずることができる。 

６ 教員人事委員会に関し必要な事項は，別に定める。 

（教員採用計画） 

第５条 〔省略〕 

２ 学系長は，前項の教員採用計画を様式第１により教員人事委員会に提出し，審査

を受けなければならない。 

 

  〔省略〕 

 

 （用語の定義） 

第１１条 〔省略〕 

２・３ 〔省略〕 

４ この規程において「復帰」とは，本学の教授が理事に就任し，任期満了等により

教授に復帰すること，本学の教授が本学の大学院連合学校教育学研究科の専任教員

に異動した後，教授に復帰すること及び本学の教授又は准教授が教育学研究科教育

実践創成講座の専任教員に異動した後，教授又は准教授に復帰することをいう。 

 

５ 〔省略〕 



 

 

６ この規程において「センター」とは，次世代教育研究センター，留学生センター

，保健管理センター，ＩＣＴセンター，学生支援センター，環境教育研究センター

，国際教育センター，特別支援教育・教育臨床サポートセンター，理科教員高度支

援センター，教育インキュベーションセンター及び教員養成開発連携センターをい

う。 

７ 〔省略〕 

（採用等に係る教員候補者の選考） 

第１２条 〔省略〕 

２～５ 〔省略〕 

６ 学系長は，前項により教員候補者を選考したときは，教員候補者選考結果報告書

（様式第５）及び全応募者一覧（様式第３の１）（昇任の選考の場合は昇任候補者

（様式第３の２））により，選考結果を学長及び教員人事会議に報告しなければな

らない。 

（採用等に係る教員の選考） 

第１３条 教員人事会議は，前条第６項の報告を受けたときは，候補者選考の点検を

行ったうえ，その結果を学長に報告するものとする。 

２ 学長は，前項の報告を参考に，候補者の採用等を決定したときは，教員選考結果

報告書（様式第６）により，教育研究評議会（以下「評議会」という。）に報告す

るものとする。 

３ 学長は，教授会の選考した候補者を採用等しないことを決定したときは，教員人

事会議にその旨を通知する。 

４ 教員人事会議は，前項の通知を受けたときは，当該教員候補者の選考に係る問題

点を整理し，教授会に通知する。 

 

  〔省略〕 

 

（未着任者の報告） 

第１６条 学系長は，第12条第５項により選考された者が，採用予定年月日に着任で

きないときは，その経緯を速やかに学長，教員人事会議及び教授会に報告するもの

とする。 

２ 〔省略〕 

（開設承認等） 

第１７条 教授会は，第５条により策定した教員の採用計画に基づき，選考委員会を

６ この規程において「センター」とは，環境教育研究センター，教育実践研究支援

センター，留学生センター，国際教育センター，教員養成カリキュラム開発研究セ

ンター，保健管理センター，情報処理センター，理科教員高度支援センター，学生

支援センター及び教員養成開発連携センターをいう。 

 

７ 〔省略〕 

（採用等に係る教員候補者の選考） 

第１２条 〔省略〕 

２～５ 〔省略〕 

６ 学系長は，前項により教員候補者を選考したときは，教員候補者選考結果報告書

（様式第５）及び全応募者一覧（様式第３の１）（昇任の選考の場合は昇任候補者

（様式第３の２））により，選考結果を学長及び教員人事委員会に報告しなければ

ならない。 

（採用等に係る教員の選考） 

第１３条 教員人事委員会は，前条第６項の報告を受けたときは，候補者選考の点検

を行ったうえ，その結果を学長に報告するものとする。 

２ 学長は，前項の報告を参考に，候補者の採用等を決定したときは，教員選考結果

報告書（様式第６）により，教育研究評議会（以下「評議会」という。）に報告す

るものとする。 

３ 学長は，教授会の選考した候補者を採用等しないことを決定したときは，教員人

事委員会にその旨を通知する。 

４ 教員人事委員会は，前項の通知を受けたときは，当該教員候補者の選考に係る問

題点を整理し，教授会に通知する。 

 

  〔省略〕 

 

（未着任者の報告） 

第１６条 学系長は，第12条第５項により選考された者が，採用予定年月日に着任で

きないときは，その経緯を速やかに学長，教員人事委員会及び教授会に報告するも

のとする。 

２ 〔省略〕 

（開設承認等） 

第１７条 教授会は，第５条により策定した教員の採用計画に基づき，選考委員会を



 

 

開設するとき（この条において「開設」という。）は，教員候補者選考委員会開設

申請書（様式第７）及び公募要領（様式第２）により，教員人事会議の承認を得な

ければならない。 

２・３ 〔省略） 

（開設申請の審査の基準） 

第１８条 教員人事会議は，教員人事の方針等に基づき，開設申請及び公募要領の審

査を行うものとする。 

 

  〔省略〕 

第４章 復帰に係る教授，准教授又は講師の選考 

（復帰に係る教授，准教授又は講師の選考） 

第２４条 復帰に係る教授，准教授又は講師の選考は，この規程による候補者の選考

を省略する。 

 

  〔省略〕 

 

（大学院担当者候補者の選考） 

第３１条 〔省略〕 

２ 〔省略〕 

３ 選考委員会委員長は，前項により大学院担当者候補者を選考したときは，大学院

教育学研究科担当者候補者選考結果報告書（様式第10）により，選考結果を学長，

教員人事会議及び教授会に報告しなければならない。この場合において，教授会に

おける選考結果の報告は，委員長の指名する委員が行うことができる。 

４ 〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

（開設承認） 

第３４条 選考委員会の開設は，当該専攻の要請に基づき，大学院教育学研究科担当

者候補者選考委員会開設申請書（様式第11）により，当該専攻を所管する学系長（

東京学芸大学大学院教育学研究科の専攻及び構成員に係る学系長の職務に関する要

項（平成31年３月14日制定）第３条の表に規定する当該専攻の構成講座・分野に応

じ，その教育上の職務行為を統括する学系長をいう。）を経て，教員人事会議の承

開設するとき（この条において「開設」という。）は，教員候補者選考委員会開設

申請書（様式第７）及び公募要領（様式第２）により，教員人事委員会の承認を得

なければならない。 

２・３ 〔省略） 

（開設申請の審査の基準） 

第１８条 教員人事委員会は，教員人事の方針等に基づき，開設申請及び公募要領の

審査を行うものとする。 

 

  〔省略〕 

第４章 復帰に係る教授又は准教授の選考 

（復帰に係る教授又は准教授の選考） 

第２４条 復帰に係る教授又は准教授の選考は，この規程による候補者の選考を省略

する。 

 

  〔省略〕 

 

（大学院担当者候補者の選考） 

第３１条 〔省略〕 

２ 〔省略〕 

３ 選考委員会委員長は，前項により大学院担当者候補者を選考したときは，大学院

教育学研究科担当者候補者選考結果報告書（様式第10）により，選考結果を学長，

教員人事委員会及び教授会に報告しなければならない。この場合において，教授会

における選考結果の報告は，委員長の指名する委員が行うことができる。 

４ 〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

（開設承認） 

第３４条 選考委員会の開設は，当該コース（総合教育開発専攻でサブコースを有す

る場合は当該サブコースをいう。以下同じ。）の要請に基づき，大学院教育学研究

科担当者候補者選考委員会開設申請書（様式第11）により，当該コースを所管する

学系長を経て，教員人事委員会の承認を得なければならない。 

 



 

 

認を得なければならない。 

（組織） 

第３５条 選考委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 当該学系長 

 (2) 当該専攻の代表 

 (3) 当該専攻に所属する教授 ２名 

(4) 被選考者が所属する講座（被選考者がセンターに所属する場合にあっては，当

該センター，被選考者が講座又はセンターに所属しない場合にあっては，当該専

攻）に所属する教授 ２名 

２ 前項第３号又は同項第４号の規定にかかわらず，当該専攻に所属する教授を欠く

とき，又はやむを得ない事由により教授を委員とすることができないときは，当該

専攻の准教授をもって委員とすることができる。 

 

３ 〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

（非常勤講師候補者の選考） 

第３９条 大学院教育学研究科担当の非常勤講師候補者（この節において特任教員を

除く。）の選考は，第31条（同条第３項及び第４項を除く。）から前条までの規定

を準用する。この場合において，第31条中「教員候補者選考調書（様式第４）」と

あるのは「非常勤講師候補者選考調書（様式第８）」と読み替えるものとする。 

２・３ 〔省略〕 

（選考結果報告） 

第４０条 選考委員会委員長は，前条により非常勤講師候補者を選考（前条第３項に

より選考を省略した候補者を含む。）したときは，大学院教育学研究科担当非常勤

講師候補者選考結果報告書（様式第12）により，選考結果を学長，教員人事会議及

び教授会に報告しなければならない。この場合において，教授会における選考結果

の報告は，委員長の指名する委員が行うことができる。 

 

  〔省略〕 

 

様式第１ 

 

（組織） 

第３５条 選考委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 当該学系長 

 (2) 当該専攻の代表 

 (3) 当該コースに所属する教授 ２名 

(4) 被選考者が所属する講座（被選考者がセンターに所属する場合にあっては，当

該センター）に所属する教授 ２名 

 

２ 前項第３号の規定にかかわらず，当該コースに所属する教授を欠くとき，又はや

むを得ない事由により教授を委員とすることができないときは，当該コースの准教

授又は当該専攻内の他コースの教授（養護教育コースの場合にあっては，保健体育

専攻に所属する教授）をもって委員とすることができる。 

３ 〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

（非常勤講師候補者の選考） 

第３９条 大学院教育学研究科担当の非常勤講師候補者（この節において特任教員を

除く。）の選考は，第31条（同条第３項及び第４項を除く。）から前条までの規定

を準用する。この場合において，第31条中「教員候補者選考調書（様式第４）」と

あるのは「非常勤講師候補者選考調書（様式第８）」と読み替えるものとする。 

２・３ 〔省略〕 

（選考結果報告） 

第４０条 選考委員会委員長は，前条により非常勤講師候補者を選考（前条第３項に

より選考を省略した候補者を含む。）したときは，大学院教育学研究科担当非常勤

講師候補者選考結果報告書（様式第12）により，選考結果を学長，教員人事委員会

及び教授会に報告しなければならない。この場合において，教授会における選考結

果の報告は，委員長の指名する委員が行うことができる。 

 

  〔省略〕 

 

様式第１ 



 

 

第         号 

  年  月  日 

 

教員人事会議議長 殿 

 

○○○学系長 印 

 

教員採用計画について 

 〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

様式第５ 

第         号 

  年  月  日 

教員人事会議議長 殿 

○○○学系長 印 

 

教員候補者選考結果報告書 

 〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

様式第８ 

非常勤講師候補者選考調書 

教室名 

センター名 

専攻名 

〔省略〕 

  

 

  〔省略〕 

 

様式第10 

第         号 

平成  年  月  日 

 

教員人事委員会委員長 殿 

 

○○○学系長 印 

 

教員採用計画について 

 〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

様式第５ 

第         号 

平成  年  月  日 

教員人事委員会委員長 殿 

○○○学系長 印 

 

教員候補者選考結果報告書 

 〔省略〕 

 

  〔省略〕 

 

様式第８ 

非常勤講師候補者選考調書 

教室名 

センター名 

コース又はサブコース名 

〔省略〕 

  

 

  〔省略〕 

 

様式第10 



 

 

第         号 
  年  月  日 

 
    東京学芸大学長 殿 
 

○○○学系長 印 
 

大学院教育学研究科担当者候補者選考結果報告書 
  〔省略〕 

開設番号 専攻名 

 

 〔省略〕 

   

 

様式第11 

第         号 

  年  月  日 

 

    東京学芸大学長 殿 

                            ○○○専攻代表 印 

○○○学系長 印 

 

大学院教育学研究科担当者候補者選考委員会開設申請書 

  〔省略〕 

１ 選考委員会名 専攻 

大学院教育学研究科担当者選考委員会 

〔省略〕  

 

様式第12 

第         号 

  年  月  日 

 

    東京学芸大学長 殿 

第         号 
平成  年  月  日 

 
    東京学芸大学長 殿 
 

○○○学系長 印 
 

大学院教育学研究科担当者候補者選考結果報告書 
  〔省略〕 

開設番号 コース又はサ

ブコース名 

 〔省略〕 

   

 

様式第11 

第         号 

平成  年  月  日 

 

    東京学芸大学長 殿 

                            ○○○専攻代表 印 

○○○学系長 印 

 

大学院教育学研究科担当者候補者選考委員会開設申請書 

  〔省略〕 

１ 選考委員会名 コース・サブコース 

大学院教育学研究科担当者選考委員会 

〔省略〕  

 

様式第12 

第         号 

平成  年  月  日 

 

    東京学芸大学長 殿 



 

 

 

○○○学系長 印 

 

大学院教育学研究科担当非常勤講師候補者選考結果報告書 

  〔省略〕 

専攻名 

 

〔省略〕 

  

 

  〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，令和元年５月30日から施行し，平成31年４月１日から適用する。ただ

し，平成30年度以前に入学した学生が所属する大学院教育学研究科の組織に係る大学

院担当者候補者の選考については，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例による

。 

 

○○○学系長 印 

 

大学院教育学研究科担当非常勤講師候補者選考結果報告書 

  〔省略〕 

コース又はサ

ブコース名 

〔省略〕 

  

 

  〔省略〕 

 



 

 

東京学芸大学客員教授等選考規程の一部改正について 

 

   改正理由：センター再編及び選考方法の見直しに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

 （定義） 

第２条 この規程において「各学系」とは，総合教育科学系，人文社会科学系，自

然科学系及び芸術・スポーツ科学系をいう。 

２ この規程において「センター」とは，次世代教育研究センター，留学生センタ

ー，保健管理センター，ＩＣＴセンター，学生支援センター，環境教育研究セン

ター，国際教育センター，特別支援教育・教育臨床サポートセンター，理科教員

高度支援センター，教育インキュベーションセンター及び教員養成開発連携セン

ターをいう。 

 

  〔省略〕 

 

（選考委員会における候補者の選考） 

第１１条 候補者の選考は，選考委員会において単記無記名投票により，３分の２

以上の賛成票をもって行う。 

２ 客員教授等として選考されたことがある者を，選考された職と同一の職及び組

織で選考するときは，選考委員会（第３条第２項に係る者にあっては役員会）に

よる選考を省略するものとする。 

（報告） 

第１２条 選考委員会の委員長は，その選考に至った経緯を客員教授等候補者選考

報告書（様式第１）（次項において「選考報告書」という。）により教授会に報

告した後，客員教授等候補者選考結果報告書（様式第２）により教育研究評議会

に報告しなければならない。 

２ 学長は，第３条第２項により客員教授等を選考したときは，その選考に至った

経緯を選考報告書により，教育研究評議会に報告しなければならない。 

３ 当該学系長（第３条第２項に係るものにあっては学長）は，前条第２項により

選考した者に客員教授等の称号を付与するときは，客員教授等称号付与報告書（

 

   〔省略〕 

 

 （定義） 

第２条 この規程において「各学系」とは，総合教育科学系，人文社会科学系，自

然科学系及び芸術・スポーツ科学系をいう。 

２ この規程において「センター」とは，環境教育研究センター，教育実践研究支

援センター，留学生センター，国際教育センター，教員養成カリキュラム開発研

究センター，保健管理センター，情報処理センター，理科教員高度支援センタ

ー，学生支援センター及び教員養成開発連携センターをいう。 

 

 

  〔省略〕 

 

（選考委員会における候補者の選考） 

第１１条 候補者の選考は，選考委員会において単記無記名投票により，３分の２

以上の賛成票をもって行う。 

 

 

 

（報告） 

第１２条 選考委員会の委員長は，その選考に至った経緯を客員教授等候補者選考

報告書（様式第１）（次項において「選考報告書」という。）により教授会に報

告した後，客員教授等候補者選考結果報告書（様式第２）により教育研究評議会

に報告しなければならない。 

２ 学長は，第３条第２項により客員教授等を選考したときは，その選考に至った

経緯を選考報告書により，教育研究評議会に報告しなければならない。 

３ 当該学系長（第３条第２項に係るものにあっては学長）は，客員教授等として

選考されたことがある者を，選考された職と同一の職及び組織で称号を付与する



 

 

様式第３）により，教授会及び教育研究評議会（第３条第２項に係るものにあっ

ては，教育研究評議会）に報告しなければならない。 

 

 

  〔省略〕 

 

   附 則 

この規程は，令和元年５月30日から施行し，平成31年４月１日から適用する。 

 

ときは，客員教授等称号付与報告書（様式第３）により，教授会及び教育研究評

議会（第３条第２項に係るものにあっては，教育研究評議会）に報告しなければ

ならない。 

 

  〔省略〕 

 

 

 


